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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の列電極が配設された第一の基板と、前記複数の列電極に垂直に交差する方向に複
数の行電極が配設されており前記第一の基板に平行になるように設けられた第二の基板と
、該第一の基板と該第二の基板間に設けられた液晶層で構成される液晶パネルを備えるド
ットマトリクス方式の液晶表示素子であって、
　前記液晶層は、
　マトリクス状の各画素のエリアを規定する、接着性を有する複数の第一の壁面構造体を
備え、
　前記第一の壁面構造体同士の間の間隙が、隣接する画素間を連結する開口部を構成し、
　前記開口部は、
　　前記第一の基板及び前記第二の基板に平行な平面内において前記複数の列電極の方向
に平行な方向並びに
　　前記第一の基板及び前記第二の基板に平行な平面内において前記複数の行電極の方向
に平行な方向
　に非直線的に配置される
　ことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】
　請求項１記載の液晶表示素子であって、
　前記複数の第一の壁面構造体の各々は、横断面が十字形状の支柱であることを特徴とす
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る液晶表示素子。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の液晶表示素子であって、
　前記開口部により各画素が、隣接する画素のうち少なくとも二つと連結されていること
を特徴とする液晶表示素子。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項記載の液晶表示素子であって、
　前記画素は矩形であることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項記載の液晶表示素子であって、
　遮光用のブラックマトリクスを備えていないことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項記載の液晶表示素子であって、
　前記複数の第一の壁面構造体全体の外周に配設された接着性を有する第二の壁面構造体
を備えていることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項７】
　請求項６記載の液晶表示素子であって、
　前記第二の壁面構造体の外周にはシール材が配設されていることを特徴とする液晶表示
素子。
【請求項８】
　請求項６記載の液晶表示素子であって、
　前記第二の壁面構造体の外周にはシール材が配設されていないことを特徴とする液晶表
示素子。
【請求項９】
　請求項８記載の液晶表示素子であって、
　前記第一の基板と前記第二の基板は、前記複数の第一の壁面構造体及び前記第二の壁面
構造体によって接着固定されていることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項１０】
　請求項６から９いずれか１項記載の液晶表示素子であって、
　前記液晶パネルの前記液晶層に注入される液晶は、前記第二の壁面構造体で囲まれた領
域内にのみ注入されていることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項１１】
　請求項１から１０いずれか１項記載の液晶表示素子であって、
　複数の前記液晶パネルが積層されていることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項１２】
　請求項１１記載の液晶表示素子であって、
　最上位層の液晶パネルは、青色を表示することを特徴とする液晶表示素子。
【請求項１３】
　請求項１から１２いずれか１項記載の液晶表示素子であって、
　前記液晶層の液晶はメモリ性の液晶であることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項１４】
　請求項１３記載の液晶表示素子であって、
　前記メモリ性の液晶はコレステリック液晶であることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項１５】
　請求項１から１４いずれか１項記載の液晶表示素子であって、電子情報機器に搭載され
ていることを特徴とする液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ドットマトリクス方式の液晶表示素子に係り、特に可撓性に優れた液晶表示
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素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今後、電源が無くても表示保持可能で、表示内容を電気的に書き換え可能な電子ペーパ
ーが急速に普及するものと予想されている。電子ペーパーは、従来、紙印刷物であった書
籍や雑誌、新聞などを、電気的に表示書き換え可能な装置によって実現するものであり、
薄く、軽く、そして見やすいという紙印刷物の優れた特性を備えるものである。電子ペー
パーが紙印刷物より優れているのは、表示内容（コンテンツ）の書き換えが可能であると
いうことである。このため、電子ペーパーは紙印刷物のように使い捨てられることはない
ので、紙印刷物の代替として普及した場合、紙資源消費の削減に大きく貢献でき、環境保
護の観点からも非常に有用であると考えられる。
【０００３】
　電子ペーパーの応用としては、電子書籍、電子新聞、電子ポスター、電子辞書などが考
えられている。電子ペーパーに求められる特性としては、下記の（１）～（５）などがあ
る。
【０００４】
（１）電気的に表示データの書き換えが可能である
（２）超低消費電力である
（３）目に優しく、疲れにくい（非常に見やすい）
（４）携帯が容易（軽くて持ち運びしやすい）
（５）紙のように薄くて折り曲げ可能である（軽量で可撓性がある）
【０００５】
　電子ペーパーは、電気泳動方式やツイストボール方式、液晶表示ディスプレイや有機Ｅ
Ｌ表示ディスプレイなどを利用して研究・開発が行われている。
【０００６】
　電気泳動方式は、帯電粒子を空気中や液体中で移動させる方式である。ツイストボール
方式は、二色色分けされた帯電粒子を回転させる方式である。有機ＥＬ表示ディスプレイ
（有機エレクトロルミネッセンス表示ディスプレイ）は、有機材料からなる複数の薄膜を
陰極と陽極で挟み込んだ構造の自発光型のディスプレイである。液晶ディスプレイは、液
晶層をそれぞれ画素電極と対向電極で挟み込んだ構造を有する非自発光型のディスプレイ
である。
【０００７】
　液晶ディスプレイによる電子ペーパーは、双安定性のある選択反射型のコレステリック
液晶を用いて研究・開発が進められている。ここで、双安定性とは、液晶が２つの異なっ
た配向状態で安定性を示す性質であり、コレステリック液晶は、プレーナ（planer）とフ
ォーカルコニック（focal conic）という２つの安定状態が電場除去後にも長時間保持さ
れる性質を有している。コレステリック液晶では、プレーナ状態で入射光が干渉反射され
、フォーカルコニック状態では入射光が透過する。このため、液晶層にコレステリック液
晶を用いた液晶パネルでは、液晶層での入射光の選択反射により光の明暗を表示できるた
め、偏光板が不要となる。尚、コレステリック液晶はカイラネマティック液晶とも呼ばれ
る。
【０００８】
　コレステリック液晶は、液晶の干渉で色を反射するため、積層するだけで、カラー表示
が可能になる。このため、コレステリック液晶を用いる液晶表示方式（ここでは、便宜上
、コレステリック液晶方式と呼ぶ）は、上記電気泳動方式などの他の方式に比べ、カラー
表示の点で圧倒的に優位である。他の方式の場合には、画素毎に３色に塗り分けたカラー
フィルターを配置する必要があるため、コレステリック液晶方式に比べ明度が１／３とな
る。このため、他の方式では、明るさの向上が、電子ペーパーを実現化する上での大きな
問題となっている。
【０００９】
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　このように、コレステリック液晶方式は、カラー表示が容易であるという利点を備えて
いるが、電子ペーパーの特徴である可撓性の付与が最大の課題であった。
　液晶表示素子は、数μｍギャップの均一なセルが必要であり、一般的には、上下のガラ
ス基板の間に液晶層（数μｍ）を挟み込む構造でセルが形成されている。一般的なＴＮ（
Twisted Nematic）型やＳＴＮ（Super Twisted Nematic）型の液晶パネルでは、透明な特
殊樹脂で作ったフィルム基板を用いた液晶表示素子（プラスチック液晶）も一部実現され
ている。プラスチック液晶は、ガラス基板の液晶に比べて薄型化や軽量化が可能であり、
さらに、高耐久性があり曲げに対する強度も大きい。したがって、紙のように自由自在に
折り曲げ可能であり電子ペーパーに適している。
【００１０】
　ここで、液晶パネルの均一なセルギャップを実現している従来の構成について説明する
。
【００１１】
　図１は、支柱スペーサを用いて均一なセルギャップを実現しているドットマトリクス構
造の液晶表示素子のセル構造を示す分解図である。
【００１２】
　同図に示す液晶表示素子は、第一の基板（上面基板）１と第二の基板（下面基板）２と
の間に液晶層が挟持された構造となっている。液晶層は、シール材や接着性支柱５等で構
成されている。第一の基板１の表面には複数の透明な列電極（不図示）が形成されている
。また、第二の基板２の裏面には該列電極と垂直に交差する複数の透明な行電極（不図示
）が形成されている。上記列電極が形成された第一の基板１上の液晶層側にはシール材３
が形成されている。
【００１３】
　シール材３は、印刷工程で作製される熱硬化型またはUV硬化型の接着剤であり、液晶層
の外周部を構成している。シール材３の一辺３ａの中央には開口部が設けられており、そ
の開口部の両端が延伸して液晶の注入口４を形成している。すなわち、シール材３の一部
が液晶の注入口４となっており、この注入口４を介して、シール材３で囲まれた領域内に
液晶を注入するように構成されている。
【００１４】
　シール材３に囲まれた領域内には、液晶層のスペーサとしての役割を果たす複数の接着
性支柱５が形成されている。これらの接着性支柱5は液晶層の各画素の四隅に形成されて
いる。
【００１５】
　接着性支柱５は円柱形状をしており、第二の基板２と接着可能な部材である。このため
、シール材３及び接着性支柱５が形成された第一の基板１と第二の基板２とを重ね合わせ
ると、第一の基板１と第二の基板２はシール材３及び接着性支柱４によって固着される。
シール材３は、例えば、加熱すると硬化する部材である。
【００１６】
　液晶層に選択反射型のコレステリック液晶を用いた上記構成の液晶表示素子では、上方
または下方の対向位置に電極が設けられていない画素間の部分が常時点灯してしまう。こ
のため、この常時点灯を防止して画素のコンストラストを向上させるために、第二の基板
２上にブラックマトリクス６を形成するようにしている。このブラックマトリクス６は、
下方または上方に電極（行電極または列電極）が配設されていない液晶層の部分（画素の
四方）に対応した格子状のパターンとなっている。
【００１７】
　上記構成の液晶表示素子においては、接着性支柱5がスペーサとして機能するので第一
の基板１と第二の基板２間の幅（セルギャップ）が均一に保たれる。
　接着性支柱６のような支柱は、例えば、実開昭５８－１３５１５号公報や特開平８－７
６１３１号公報に開示されているようなフォトリソグラフィによるパターニングで形成す
ることができる。
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【００１８】
　上記構成の液晶表示素子において、注入口４からコレステリック液晶を注入することに
より、選択反射型のコレステリック液晶表示素子を実現できる。しかしながら、選択反射
型のコレステリック液晶表示素子では、均一なセルギャップを実現しただけでは可撓性を
付与することはできない。
【００１９】
　液晶は液体であるため、液晶パネルを曲げたり、その表示面を押したりすると、それら
の動作によって加わる力によって液晶が流動し、表示状態が変化してしまう。ＴＮ型やＳ
ＴＮ型の液晶パネルの表示は、常時、電気的に駆動状態であるので、表示状態が変化して
も、すぐに元の状態に復帰することができる。しかし、表示のメモリ性を有するコレステ
リック液晶では、再駆動されるまで、表示は元に戻らない。
【００２０】
　コレステリック液晶表示素子において、図１に示すような接着性支柱５のような支柱を
形成する方法については、例えば、特開２０００－１４６５２７号公報に開示されている
が、この公報に開示されている発明は、セルギャップの均一性の確保を主な目的としたも
のであり、液晶パネルを曲げる、その表示面が押圧された場合において、コレステリック
液晶表示素子のメモリ性を保持するものではない。
【００２１】
　選択反射型のコレステリック液晶を電子ペーパーに応用するためには、電子ペーパーを
押したり、曲げたりしても表示が変化しない構造を実現することが最大の課題であった。
　図１に示す支柱構造を有する液晶セルを０．１２５μmのフィルム基板を用いて作製し
たところ、手に持つだけで、表示が変化してしまった。この液晶セルの支柱構造では、表
示変化を防ぐためには、頑丈な筐体が必要であり、その液晶セルを可撓性のある電子ペー
パーに応用することはできなかった。
【００２２】
　本発明者は、従来支柱構造を有するコレステリック液晶を用いた液晶セルが、その表示
面を押す力で表示変化してしまうメカニズムを、実験により突き止めた。このメカニズム
については、本発明者が先に出願した特願平１６－８２３８０号に開示している。
【００２３】
　上記表示変化の原因は、表示面に加わる押圧力や液晶セルの曲げに起因する液晶（コレ
ステリック液晶）の流動性であり、この流動性を抑制することで表示変化の問題を解決す
ることができる。円柱や角柱を用いたスペーサ構造では、液晶の流動性を抑制することは
できない。セルギャップ均一化のためのストライプ構造の支柱も提案されているが、この
構造では液晶は容易に流動してしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２４】
【特許文献１】実開昭５８－１３５１５号公報
【特許文献２】特開平８－７６１３１号公報
【特許文献３】特開２０００－１４７５２７号公報
【特許文献４】特願平１６－８１３８０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　本発明の目的は、表示面が押圧されたり、素子が曲げられたりしても、表示が変化しな
いマトリクス構造の液晶表示素子を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明は、第一の電極が配設された第一の基板と、第二の電極が配設された第二の基板
と、該第一の基板と該第二の基板間に設けられた液晶層で構成される液晶パネルを備える



(6) JP 4871265 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

ドットマトリクス方式の液晶表示素子を前提とする。
【００２７】
　本発明の第一態様の液晶表示素子は、前記液晶層は、各画素の各辺の側面に配設された
接着性を有する第一の壁面構造体と、該第一の壁面構造体の周囲に配設された接着性を有
する第二の壁面構造体を備えていることを特徴とする。
【００２８】
　本発明の第二態様の液晶表示素子は、第一の態様において、複数の前記液晶パネルが積
層されていることを特徴とする。
　本発明の第三態様の液晶表示素子は、前記第一または第二態様の液晶表示素子において
、前記第一の壁面構造体は、例えば、隣接する画素間を連結する開口部を有する。
【００２９】
　本発明の第一または第二態様の液晶表示素子において、前記画素は矩形であることを特
徴とする。この場合、前記開口部は、例えば、各画素の少なくとも二辺の側壁に設けられ
る。
【００３０】
　本発明の第一または第二態様の液晶表示素子において、前記開口部は、例えば、縦方向
に非直線的に配置される。
　本発明の第一または第二態様の液晶表示素子において、前記開口部は、例えば、横方向
に非直線的に配置される。
【００３１】
　本発明の第一または第二態様の液晶表示素子において、前記開口部は、例えば、縦方向
及び横方向に非直線的に配置される。
　本発明の第四態様の液晶表示素子は、本発明の第一または第二態様の液晶表示素子にお
いて、前記第一の壁面構造体は、例えば、各画素の側面全体を囲んでいる。この場合、例
えば、前記液晶層における前記第一の壁面構造体に囲まれた画素内の液晶は、滴下された
ものである。
【００３２】
　本発明の第五態様の液晶表示素子は、上記構成の第一または第二態様の液晶表示素子に
おいて、前記第二の壁面構造体の外周にはシール材が配設されていることを特徴とする。
この場合、例えば、前記液晶パネルの液晶層に注入される液晶は、前記第二の壁面構造体
で囲まれた領域内にのみ注入されている。
【００３３】
　本発明の第六態様の液晶表示素子は、上記構成の第一または第二態様の液晶表示素子に
おいて、前記第二の壁面構造体の外周にはシール材が配設されていないことを特徴とする
。
【００３４】
　この場合、例えば、前記第一の基板と前記第二の基板は、前記第一及び第二の壁面構造
体によって接着固定されている。
　本発明の第七態様の液晶表示素子は、本発明の第二態様の液晶表示素子において、最上
位層の液晶パネルは、青色を表示することを特徴とする。
【００３５】
　本発明の第八態様の液晶表示素子は、上記各態様の液晶表示素子において、ブラックマ
トリクスを備えていないことを特徴とする。
　本発明の第一または第二態様の液晶表示素子において、前記第一の壁面構造体は、例え
ば、横断面が十字形状である。また、本発明の第一または第二態様の液晶表示素子におい
て、前記液晶層の液晶は、例えば、メモリ性の液晶である。該メモリ性の液晶は、例えば
、コレステリック液晶である。
【００３６】
　本発明の電子情報機器は、上記本発明の第一乃至第八態様のいずれか１つの液晶表示素
子を搭載している。
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【発明の効果】
【００３７】
　第一態様の液晶表示素子においては、前記第一及び第二の壁面構造体が接着性を有する
ので、これらの壁面構造体はスペーサとして機能し、セルギャップの均一性、液晶層の耐
圧力、及び液晶表示素子の耐衝撃性が向上する。
【００３８】
　第二態様の液晶表示素子においては、複数の液晶パネルが積層されるので、各液晶パネ
ルの表示色を異ならせることにより、カラー表示が可能となる。
　第三態様の液晶表示素子においては、隣接する画素間が開口部を介して連結されるので
、開口部を液晶の注入路として活用することで、液晶層内の全ての画素に液晶を注入する
ことができる。
【００３９】
　第四態様の液晶表示素子においては、液晶の滴下により、液晶層の全ての画素に液晶を
注入した後、第一の基板と第二の基板を貼り合わせることで、液晶表示素子を作製できる
。第四態様の液晶表示素子は、隣接する画素間に開口部が設けられない。このため、画素
内の液晶の流動性を完全に防止できる。また、さらに、第一壁面構造体の体積及び表面積
を大きくできる。したがって、第三態様の液晶表示素子よりも、表示面に対する耐押圧力
を向上できる。
【００４０】
　第五態様の液晶表示素子では、シール材に液晶が接触しないので、液晶がシール材によ
り汚染される事態を回避できる。このため、シール材の選択肢が増え、安価な材料や接着
力の強い材料をシール材として使用することが可能となる。
【００４１】
　第六態様の液晶表示素子では、シール材を省略できるので、安価な液晶表示素子を実現
できる。
　第七態様の液晶表示素子では、最上位の液晶パネルの表示色が、人間の眼の光波長に対
する視覚感度が低い青色となるので、最上位の液晶パネルの開口部が点灯状態となっても
表示の品質に対する影響は小さい。
【００４２】
　第八態様の液晶表示素子では、ブラックマトリクスを省略できるので、安価な液晶表示
素子を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】支柱スペーサを用いて均一なセルギャップを実現している従来のドットマトリク
ス構造の液晶表示素子におけるセル構造を示す分解図である。
【図２】本発明の実施形態である液晶表示素子の全体構成を示す分解図である。
【図３】本実施形態の液晶表示素子における支柱の配置構成を示す模式図である。
【図４】本実施形態の液晶表示素子において支柱間に設けられる画素の開口部の配置構成
を示す図である。
【図５】本実施形態の液晶表示素子の実施例１における液晶層の支柱配置パターンを示す
図である。
【図６】本実施形態の液晶表示素子の実施例２における液晶層の支柱配置パターンを示す
図である。
【図７】本実施形態の液晶表示素子の実施例３における液晶層の支柱配置パターンを示す
図である。
【図８】本実施形態の液晶表示素子の実施例４における液晶層の支柱配置パターンを示す
図である。
【図９】本実施形態の液晶表示素子の実施例５における液晶層の支柱配置パターンを示す
図である。
【図１０】本実施形態の液晶表示素子の実施例６における液晶層の支柱配置パターンを示
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す図である。
【図１１】本実施形態の液晶表示素子の実施例７における液晶層の支柱配置パターンを示
す図である。
【図１２】本実施形態の液晶表示素子の実施例８における液晶層の支柱配置パターンを示
す図である。
【図１３】本実施形態の液晶表示素子の実施例９における液晶層の支柱配置パターンを示
す図である。
【図１４】実施例１０の液晶層を有する本実施形態の液晶表示素子の全体構成を示す分解
図である。
【図１５】実施例１０の液晶層における壁面構造体のパターンを示す図である。
【図１６】本発明の実施例１１である選択反射型のコレステリック液晶を用いたカラー液
晶表示素子の横断面図である。
【図１７】（ａ）～（ｃ）は、それぞれ、実施例１１のカラー液晶表示素子におけるＢ（
青色）表示パネル、Ｇ（緑色）表示パネル及びＲ（赤色）表示パネルの支柱配置パターン
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
　図２～図３は、本発明の一実施形態である、コレステリック液晶を用いたマトリクス方
式液晶表示素子のセル構造を示す図である。図２は上記実施形態の液晶表示素子の全体構
成を示す分解図、図３は上記実施形態の液晶表示素子における支柱の配置構成を示す模式
図、図４は上記実施形態の液晶表示素子において支柱間に設けられる開口部の配置構成図
である。
【００４５】
　まず、図２を参照して、本実施形態のマトリクス方式液晶表示素子（以下、単に液晶表
示素子と記載）の全体構成を説明する。図２おいて、図１と同一の構成要素には同じ符号
を付与している。
【００４６】
　図２に示す本実施形態のマトリクス方式液晶表示素子１０のセル構造が、従来のマトリ
クス方式液晶表示素子と異なる最大の特徴は、液晶層における支柱（接着性支柱）１５の
形状である。
【００４７】
　液晶表示素子１０の液晶層に設けられる支柱１５は、横断面が十字形状の壁面構造体（
第一の壁面構造体）であり、例えば、フォトリソグラフィにより作製される。この支柱１
５は、対向する第二の基板２と接着する性質を有する材料である。支柱１５は、各画素の
四方に設けられる。また、液晶層のスペーサは、この壁面構造体と従来型の球状スペーサ
または柱状スペーサと併用しても良い。
【００４８】
　図３は、支柱１５の配置形態（配置パターン）を示す模式図である。
　列電極２１と行電極（走査電極）２３が交差する部分が画素２５となるが、この画素２
５の四方に支柱１５が設けられる。全ての支柱１５の外周には、液晶が注入される領域（
液晶注入領域）１６の外枠を規定している壁面構造体（第二の壁面構造体）１７が配設さ
れている。この壁面構造体１７は、全体が略矩形状であり、その一辺１７ａの中央には液
晶の注入口１４が設けられている。すなわち、この注入口１４は、壁面構造体１７の一部
である。この壁面構造体１７は、接着性を有する部材である。支柱１５及び壁面構造体１
７は、同一部材であってもよく、この場合、それらをフォトリソグラフィ工程で同時に形
成することが可能である。
【００４９】
　壁面構造体１７の外側には、所定距離だけ隔てて、シール材１３が配設されている。こ
のシール材１３は、液晶表示素子セルの外周に配設される。本実施例は、基板１と基板２
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を貼りあわせる際に、接着性を有する壁面構造体１７をシール材１３と併用できるような
構成となっている。
【００５０】
　上述したように、選択反射型のコレステリック液晶は、画素間の電極が無い間隙部分で
は、常時点灯となるため、ブラックマトリクスを設けることが必要となる。このため、本
実施例でも、ブラックマトリクス６を第二の基板２の裏面上に設けている（図２参照）。
図３に示すように、ブラックマトリクス６は支柱１５と縦方向（表示面に垂直な方向）に
重なる位置に設けられる。
【００５１】
　図４に示すように、隣接する画素２５間は支柱１５間に設けられた開口部２７を介して
連結されている。この開口部２７は、液晶層の全ての画素２５に液晶を注入するために設
けられる。液晶は、例えば、真空注入法などにより注入される。
【００５２】
　ところで、本実施形態の液晶表示素子１０のセル構造では、支柱１５が十字形状である
ため、画素２５間を連結する開口部２７を極めて微小にすることが可能である。このよう
に、開口部２７を極めて微小にした場合、支柱１５をブラックマトリクスの代替として利
用できるため、ブラックマトリクス６を省略することも可能となる。
【００５３】
　図２～図４に示す本実施形態の液晶表示素子１０では、画素の外周が、四辺の中央部の
微小な間隙（開口部２７）を除いて、十字構造の壁面構造体である支柱１５によって囲ま
れるため、画素内部に注入された液晶の流動が制限される。このため、表示面に押圧力が
加わった場合や素子が折り曲げられた場合でも、画素の表示変化を防止できる。
【００５４】
　実際、本実施形態の液晶表示素子１０を、画素ピッチが０．２４ｍｍ、開口部２７が０
．０３ｍｍ、表示サイズが３．８インチ、０．１２５ｍｍの厚さのフィルム基板、液晶層
の厚さが４．０μｍのコレステリック液晶表示素子として作製し、それに対して実用試験
を実施した。その結果、そのコレステリック液晶表示素子は、曲率半径が６０ｍｍとなる
ように曲げても表示に変化が生じないことを確認できた。従来の図１に示すコレステリッ
ク液晶表示素子の場合には、素子を手に持つだけで、表示が変化した。
【００５５】
　このように、本実施形態の液晶表示素子１０により、（電子ペーパーに応用可能な）可
撓性のある選択反射型液晶表示素子を実現することが可能である。
　また、本実施形態の液晶表示素子１０は、図２に示すように、シール材１３の内側に、
シール材と併用した形で壁面構造体１７が配設された構造となっている。このため、本実
施形態の液晶表示素子１０では、液晶は壁面構造体１７の外部に漏れず、従来の液晶表示
素子のように、シール材１３と液晶が接触することは無い。従来の液晶表示素子では、液
晶がシール材に接触して不純物に汚染されることを回避するため、シール材に高価な材料
を用いる必要があった。また、シール材として接着力が強い材料を選定することも困難で
あった。
【００５６】
　本実施形態の液晶表示素子１０は、壁面構造体１７が接着力を有する材料であるので、
シール材１３を省略した構造にすることも可能である。また、シール材を使用する構造に
した場合でも、上記理由により、シール材１３を限定する必要もない。このため、本実施
形態の液晶表示素子１０により、安価な液晶表示素子を実現することが可能となる。
【００５７】
　［実施例１］
　図５は、上述した液晶表示素子１０における支柱１５の配置パターン（支柱配置パター
ン）を示す図である。液晶表示素子１０では、画素２５は、それに隣接する全ての画素と
開口部２７を介して連結されている。しかしながら、開口部２７は液晶を各画素２５に注
入するために必要なものであり、隣接する画素２５間に必ず設ける必要はない（画素２５



(10) JP 4871265 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

を、４つの隣接する全ての画素と開口部２７で連結する必要はない）。
【００５８】
　［実施例２］
　図６は、液晶表示素子１０における支柱配置パターンの他の構成例を示す。
図６に示す例では、画素２５は隣接する３つの画素と開口部２７を介して連結されている
。このため、例えば、画素２５ａと画素２５ｂは開口部２７で連結されていない。図６に
示す支柱構造は、実施例１の液晶表示素子において、左右に隣接する支柱１５同士が交互
に連結されるようにパターニングすることによって形成される。このとき、奇数行と偶数
行とでは、連結する支柱１５を左右に１個分だけシフトさせる。
【００５９】
　［実施例３］
　図７は、液晶表示素子１０における支柱の配置パターンのさらに他の構成例を示す。
　図７に示す例では、画素２５は、隣接する２つの画素と開口部２７を介して連結されて
いる。図７に示す支柱構造は、実施例１の液晶表示素子において、上下に隣接する支柱１
５同士が交互に連結されるようにパターニングすることによって形成される。このとき、
奇数列と偶数列とでは、連結する支柱１５を上下に１個分だけシフトさせる。
【００６０】
　本実施例の液晶表示素子の基本構造においては、開口部２７が少ないほど、画素２５内
に注入された液晶の流動性は強く制限されるため、素子の曲げや表示面への押圧力に対す
る表示変化の耐性は強くなる。また、開口部２７の間隙幅が小さいほど、上記表示変化耐
性は向上する。但し、開口部２７の隙間が小さいほど、液晶注入工程で要する時間が増加
する。また、液晶は温度が高いと粘性が低下するため、液晶注入工程では液晶を加熱する
ことが望ましい。加圧することも時間短縮には有効である。
【００６１】
　［実施例４］
　図８は、本実施形態における液晶表示素子における支柱配置パターンの別の構成例を示
す図である。
【００６２】
　同図に示す支柱は４種類あり、一つは略Ｌ字状の支柱３５－１であり、他の３つは、そ
の支柱３５－１を時計回りに９０度、１８０度、２７０度回転させた形状となっている。
支柱３５－２が９０度回転させたもの、支柱３５－３が１８０度回転させたもの、支柱３
５－４が２７０度回転させたものである。
【００６３】
　本実施例では、画素２５の四方にこれら４種類の支柱３５－１～３５－４を配置する。
すなわち、左上隅に支柱３５－１を、右上隅に支柱３５－２を、右下隅に支柱３５－３を
、左下隅に支柱３５－４を配設する。
【００６４】
　画素２５の外周をこれら４種類の支柱３５（３５－１～３５－４）で囲む構成としたた
め、本実施例における開口部３７は、実施例１の開口部２７を上下または左右に移動した
位置に配置される。
【００６５】
　実施例１の支柱１５のパターン構成では、開口部２７が上下または左右に直線的に並ぶ
ため、画素１５内の液晶がこの直線方向に沿って流動しやすい構成となっている。実際、
実施例１の液晶表示素子１０を試作して実験したところ、開口部２７が直線的に並ぶ部分
から表示が変化することが判明した。
【００６６】
　そこで、図８に示すように開口部３７が直線的に並ばないように支柱３７をパターニン
グすることにより、実施例１の液晶表示素子１０で問題となった表示変化を防止すること
が可能となった。
【００６７】
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　［実施例５］
　図９は、本実施形態の液晶表示素子における支柱配置パターンのさらに別の例を示す図
である。
【００６８】
　実施例５では、実施例２と同様な方法で、実施例４の隣接する支柱３５同士を連結する
。この結果、画素２５ａは左右の画素２５ｃ、２５ｄと下方の画素２５ｅと開口部３７を
介して連結されるが、上方の画素２５ｂとは連結されない。
【００６９】
　このように、実施例５では、各画素２５は、上下左右に隣接する４つの画素の内、３つ
の画素と開口部３７を介して連結される。
　［実施例６］
　図１０は、本実施形態の液晶表示素子における支柱配置パターンのさらに別の例を示す
図である。
【００７０】
　実施例６では、実施例３と同様な方法で、実施例４の隣接する支柱３５同士を連結する
。この結果、画素２５ａは左の画素２５ｃと下方の画素２５ｅと開口部３７を介して連結
されるが、上方の画素２５ｂ及び右方の画素２５ｄとは連結されない。
【００７１】
　このように、実施例６では、各画素２５は、上下左右に隣接する４つの画素の内、２つ
の画素と開口部３７を介して連結される。
　実施例５と実施例６の液晶表示素子においては、実施例４の液晶表示素子よりも効果的
に、画素２５内部の液晶の流動を抑制することができる。
【００７２】
　上記実施例４～６の液晶層の場合、支柱が微細であるとフォトリソグラフィ工程でパタ
ーンの一部（例えば、細長い部分）が欠損することがあり、歩留まりの低下が懸念される
。例えば、支柱において、細長い形状部分の幅が約１０μｍ、長さが約１５０μｍであっ
た場合、フォトリソグラフィ工程で形成された支柱は倒れやすく、剥離してしまう確率が
高い。
【００７３】
　このため、支柱を図１１に示すような形状に変えてみたところ、フォトリソグラフィ工
程での現像時において剥離による欠損を防止できた。
　［実施例７］
　図１１は、本実施形態の液晶表示素子における支柱配置パターンのさらに別の例を示す
図である。
【００７４】
　実施例７の液晶層では、支柱４５ａと支柱４５ｂの２種類の支柱を交互に配置したパタ
ーン構成となっている。支柱４５ｂは、支柱４５ａをその中心を軸として１８０度時計回
りに回転させることによって得られる形状となっている。
【００７５】
　実施例７の液晶層では、隣接する画素２５の開口部４７が直線的に並ぶこと無いので、
画素２５内の液晶の流動性を抑止できる。また、１つ１つの支柱４５（４５ａ、４５ｂ）
は対称性が高い形状である（点対称の形状となっている）ため、フォトリソグラフィ工程
で剥離され難いことが判明した。
【００７６】
　［実施例８］
　図１２は、本実施形態の液晶表示素子における支柱配置パターンのさらに別の例を示す
図である。
【００７７】
　実施例８の液晶層は、実施例７の液晶層における２種類の支柱４５ａ、４５ｂを、実施
例５の液晶層と同様な規則で連結したものである。すなわち、実施例８の液晶層は、実施
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例７の液晶層における横方向に隣接する２つの支柱（支柱４５ａと支柱４５ｂ）を連結・
統合した構成となっている。
【００７８】
　この隣接する２つの支柱４５（支柱４５ａと支柱４５ｂ）の連結・統合は、奇数行と偶
数行では１個分だけずらすようにする。この結果、全ての奇数行は、支柱４５１の同一配
置パターン（第１の配置パターン）を有する。また、全ての偶数行は、支柱４５１の同一
配置パターン（第２の配置パターン）を有する。
【００７９】
　実施例８の液晶層では、各画素２５は３個の開口部４７を有し、左右及び上もしくは下
に存在する３個の隣接画素と開口部４７を介して連結する。しかしながら、奇数行と偶数
行とでは開口部４７の配列位置が異なるため、画素２５の開口部４７は直線的に並ばない
。このため、画素２５内の液晶の流動性は実施例７よりも抑制される。
【００８０】
　［実施例９］
　図１３は、本実施形態の液晶表示素子における支柱配置パターンのさらに別の例を示す
図である。
【００８１】
　実施例９の液晶層は、実施例７の液晶層における２種類の支柱４５ａ、４５ｂを、実施
例６の液晶層と同様な規則で連結したものである。実施例９の液晶層は、実施例７の液晶
層おける２種類の支柱（支柱４５ａと支柱４５ｂ）を、縦方向と横方向の両方向で連結・
統合した構成となっている。具体的には、縦方向に配設された開口部４７ｔを１つ置きに
連結すると共に、横方向に配設された開口部４７ｙを１つ置きに連結している。
【００８２】
　上記のように開口部４７ｔと開口部４７ｙを連結した結果、実施例９の液晶層の画素２
５は、２つの開口部４７（開口部４７ｔと開口部４７ｙ）を有する。実施例９の液晶層の
画素２５は、左もしくは右の隣接する画素と、上もしくは下の隣接する画素の２つの画素
と、開口部４７（開口部４７ｔと開口部４７ｙ）を介して連結する。しかしながら、これ
らの開口部４７は直線状に並ばない。したがって、実施例９の液晶層の画素は、実施例７
液晶層の画素よりも内部の液晶の流動性は抑制される。また、実施例９の画素は実施例８
の画素よりも開口部の数が少ないので、実施例９の画素の方が実施例８の画素よりも注入
された液晶の流動性は小さい。
【００８３】
　［実施例１０］
　図１４は、別の構成の液晶層を有する本実施形態の液晶表示素子の全体構造を示す分解
図である。
【００８４】
　図１４に示す液晶表示素子５０において、図２の液晶表示素子１０が備える構成要素と
同じ構造の構成要素には同じ符号を付与している。
　液晶表示素子５０の特徴は、液晶層において、画素５５間が開口部で連結されていない
ことである。すなわち、図１５に示す様に、液晶表示素子５０においては、液晶層の画素
５５は四方を接着性の壁面構造体（第一の壁面構造体）５９で密閉されている。すなわち
、各画素５５は、周囲の側面全体を壁面構造体（第一の壁面構造体）５９で覆われおり、
隣接する画素とは連結されない構成となっている。このため、画素５５内の液晶の流動性
は完全に防止される。また、第一の壁面構造体５９の外周に、矩形状の第二の壁面構造体
５７を配設する。第二の壁面構造体５７も接着性を有する。第一の壁面構造体５９と第二
の壁面構造体５７は同一部材であり、同じ工程で形成される。また、第二の壁面構造体５
７の外周に、矩形状のシール材５４を配設する。第一及び第二の壁面構造体（５９，５７
）とシール材５４は同じ部材を使用することができ、同一工程で形成可能である。
【００８５】
　実施例１０の液晶表示素子５０の製造工程において、画素５５への液晶の注入は、例え
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ば、画素５５に液晶を滴下することにより行う。そして、画素５５内への液晶注入が完了
した後、壁面構造体５７，５９とシール材５４を利用して第一の基板１と第二の基板２を
貼りあわせる（接合する）ことにより、液晶セルが作製される。
【００８６】
　実施例１０も、画素内に注入される液晶がシール材５４と接触しない構造となっている
。第一及び第二の壁面構造体５９、５７の内部もしくは第一の壁面構造体５９の内部のみ
に液晶を滴下すればいいからである。このため、シール材５４に安価な材料や接着性の高
い材料を使用できる。また、第一及び第二の壁面構造体（５９，５７）が接着性を有する
ため、シール材５４を省略することも可能である。
【００８７】
　ところで、上記画素に液晶（コレステリック液晶）を滴下し、その後２つの基板を貼り
合わせる工程の際に、液晶に気泡が入る可能性がある。このため、液晶の滴下及び基板の
貼り合わせは真空中で実施することが望ましい。
【００８８】
　実施例１０の液晶表示素子５０は、実施例１～９の液晶表示素子を製造する工程に新た
な工程を追加することによっても製造可能である。例えば、実施例１～９の液晶表示素子
の製造工程において、画素に液晶を注入した後、開口部を閉口する工程を行う。この場合
、例えば、開口部は可能な限り小さくし、液晶注入後、加熱・加圧によって、開口部が閉
口するまで壁面構造体を押し広げる（膨張させる）。
【００８９】
　［実施例１１］
　図１６及び図１７は、本発明の実施例１１であるカラー液晶表示素子の要部を示す図で
ある。図１６は、選択反射型のコレステリック液晶を用いたカラー液晶表示素子の横断面
図である。
【００９０】
　同図に示すように、実施例１１のカラー液晶表示素子は、Ｒ（赤色）表示パネル（液晶
パネル）６１０、Ｇ（緑色）表示パネル（液晶パネル）６２０及びＢ（青色）表示パネル
（液晶パネル）６３０を順に積層した構成となっており、Ｂ表示パネル６３０が最上層と
なっている。
【００９１】
　Ｒ表示パネル６１０、Ｇ表示パネル６２０及びＢ表示パネル６３０は、それぞれ、図１
７（ａ）～（ｃ）を示すような支柱配置パターンを有している。すなわち、Ｒ表示パネル
６１０は実施例１の支柱配置パターン（図５参照）、Ｇ表示パネル６２０は実施例４の支
柱配置パターン（図８参照）、Ｂ表示パネル６３０は実施例４の支柱配置パターンを有し
ている。但し、Ｂ表示パネル６３０の支柱パターンは、実施例４の支柱パターンを変形し
た構造となっている。これにより、Ｇ表示パネル６２０とＢ表示パネル６３０との間では
、支柱間の開口部が縦方向（表示面に対して垂直な方向）に直線状に配置されないような
構造となっている。
【００９２】
　このような構造としたのは、３つのパネル６１０～６３０の液晶層での支柱配置パター
ンを、全て実施例１の構成にすると、縦方向に隣接するＲＧＢの各パネルの開口部が直線
的に配置されてしまうからである。支柱間の開口部に有る液晶は常時点灯状態となるので
、ＲＧＢの各パネルの開口部が縦方向に直線的に配置されてしまうと、利用者の目にはＲ
ＧＢ３色が全て点灯しているように見え、表示のコントラストが低下してしまう。このた
め、開口部の位置にブラックマトリクスを設ける必要が生じる。本実施例では、上記のよ
うに、Ｇ表示パネル６２０の開口部とＲ表示パネル６３０の開口部が縦方向に直線的に配
置されないように工夫することで、ブラックマトリクスを不要にしている。
【００９３】
　すなわち、図１６に示すように、Ｒ表示パネル６１０の画素２５Ｒ間の開口部６１７、
Ｇパネル６２０の画素２５Ｇ間の開口部６２７及びＢパネル６３０の画素２５Ｂ間の開口
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部６３７が縦方向に直線的に配置されないように構成している。このため、支柱が完全な
透明体で無ければ、下層パネル（本実施例では、Ｒ表示パネル６１０とＧ表示パネル６２
０）の開口部（６１７、６２７）での点灯状態によるノイズ光は軽減される。支柱の透明
度が低ければ、最上層パネル（本実施例では、Ｂ表示パネル６３０）の開口部６３７のみ
が、下層パネル（６１０，６２０）の開口部（６１７、６２７）に対して縦方向（真上）
の位置に配置されないように構成してもよい。
【００９４】
　ブラックマトリクスを設けない構造とした場合、最上層パネルの画素の開口部が点灯状
態となるが、本実施例では、最上層パネルを光波長に対する人間の目の感度特性が低いＢ
（青色）表示パネル６３０としている。このため、本実施例のカラー液晶表示素子におい
ては、ブラックマトリクスを省略しても、カラー液晶表示素子の表示特性の劣化を低減で
き、その表示性能は実用上問題ないレベルとなる。したがって、本実施例のカラー液晶表
示素子により、ブラックマトリクスを省いた安価なカラー液晶表示素子を実現することが
可能となる。
【００９５】
　上記各実施例において、開口部が少ないほど、液晶の注入時間が長くなることが予想さ
れるが、液晶注入時に液晶の温度を上昇させて液晶の粘度を低下させれば、プロセス的に
問題とならない時間で液晶表示素子を作製することが可能である。
【００９６】
　以上、説明したように本発明の実施形態によれば、双安定性を備えたコレステリック液
晶表示素子において、課題であった表示面への押圧による表示状態の変化を防止させるこ
とができる。また、耐押圧や耐曲げ強度が向上するので、コレステリック液晶表示素子に
可撓性を付与することが可能となる。また、ブラックマトリクスが不要となるので、安価
なコレステリック液晶表示素子を実現できる。また、シール材に液晶が接触しないため、
シール材に安価な材料を使用できる。また、支柱の外周にある壁面構造体の接着力を高め
ることによりシール材を省略することも可能となる。このようにすれば、さらに安価なコ
レステリック液晶表示素子を提供できる。また、第二の壁面構造体は、略矩形状の囲い構
造であるが、シール材を併用する場合には、囲い構造でなくても良い。さらにその場合に
は、第二の壁面構造体は、各画素に配置した第一の構造体の形状と一致させても良い。図
示しないが、画素の端列の第一の壁面構造体と画素周囲の第二の壁面構造体は、接触して
いることが望ましく、第二の壁面構造体により、端列の画素まで、液晶の流動性を低減す
ることが可能となる。
【００９７】
　ところで、上記実施例の支柱は、いずれも十字形状を基本とした形状であり、開口率を
最も大きくできる形状となっているが、本発明の支柱の形状は実施例で示した形状に限定
されるものではない。例えば、十字形を変形した形状など様々な形状が考えられる。また
、隣接する画素との開口部は、必ずしも１つである必要は無い。隣接する画素との間に、
小さな開口部を複数設けるようにしてもよい。さらに、画素内部に円柱や角柱を併設する
ような構成にしてもよい。このような構成とすれば、液晶の流動を防止できるのに加え、
画素の変形を小さくできるという相乗効果も見込まれる。
【００９８】
　また、壁面構造と従来型のスペーサと併用しても良い。
　また、上記実施例は単純マトリクス方式の液晶表示素子であるが、本発明はアクティブ
マトリクス方式の液晶表示素子にも容易に適用可能である。また、上記実施例では画素の
形状は矩形となっているが、本発明の画素の形状は矩形に限定されるものではなく、その
他の形状であってもよい。
【００９９】
　また、さらに、本発明はコレステリック液晶表示素子以外にも、表示のメモリ性を有す
る他の液晶を使用する液晶表示素子にも適用可能である。
　本発明は、可撓性に優れ、耐衝撃性や表示面への耐押圧性に優れているので、電子ペー



(15) JP 4871265 B2 2012.2.8

10

20

30

パーの表示素子として好適である。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、電子ペーパーの表示素子以外にも、電子ブック、電子新聞、電子ポスター、
さらには、ＰＤＡ（Personal Data Assistant）などの携帯端末や腕時計などの可撓性が
要求される携帯機器の表示素子にも好適である。また、将来実現が期待されているペーパ
ー型コンピュータのディスプレイの表示素子や、店舗などに飾られる陳列用ディスプレイ
など様々な分野の表示機器にも適用可能である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１０　液晶表示素子
　　１　　　　　第一の基板
　　２　　　　　第二の基板
　　６　　　　　ブラックマトリクス
　　１３　　　　シール材
　　１４　　　　注入口
　　１５、３５－１～３５－４、４５ａ、４５ｂ、４５１、４５２　支柱
　　１６　　　　液晶注入領域
　　１７　　　　壁面構造体
　　１７ａ　　　壁面構造体の一辺
　　２１　　　　列電極
　　２３　　　　行電極
　　２４、２５ａ、２５ｂ、２５ｃ、２５ｄ、２５ｅ　画素
　　２７、４７、４７ｔ、４７ｙ　開口部
　５０　液晶表示素子
　　５４　シール材
　　５５　画素
　　５７　第二の壁面構造体
　　５９　第一の壁面構造体
　６１０　Ｒ（赤色）表示パネル（液晶パネル）
　　２５Ｒ　画素
　　６１７　開口部
　６２０　Ｇ（緑色）表示パネル（液晶パネル）
　　２５Ｇ　画素
　　６２７　開口部
　６３０　Ｂ（青色）表示パネル（液晶パネル）
　　２５Ｂ　画素
　　６３７　開口部
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